
新システム（2014年1月）の対応等について

株式会社証券保管振替機構



新システムにおける主な取組み

■システム基盤の強化 ・信頼性・効率性の高いシステムの提供を目的として、機構のシ
ステム構成の見直しを行う。また、利用サービスごとに別回線と
なっている制度利用者と機構との間の接続回線を集約。

■決済リスクの削減 ・金融庁の「金融・資本市場に係る制度整備について」（2010年
1月公表）に基づき、貸株取引に係る決済リスク削減のためのス
キーム（貸株ＤＶＰ）を実現。

■国際標準化の推進（ＩＳ
Ｏ20022対応）

・決済照合システム及び振替システムにおいて、国際標準メッ
セージフォーマットであるISO20022 を導入。また、SWIFTNet
接続を実現。

■非居住者取引における
誤差照合の導入

・非居住者取引の決済照合業務において、欧米やアジアの主要
市場において導入されている誤差照合機能を決済照合システ
ムに導入。

■制度利用者の利便性・
効率性の向上等

・各小委員会等における制度利用者からの要望の検討を踏ま
え、制度利用者の利便性・効率性の向上等に係るシステム改善
を実施。
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１．システム基盤の強化の主な内容

■ホストオープン化

• 株主通知システム（株主通知ホスト）についてオープン化を実施。

■外部接続ネットワークの見直し

• 利用サービスごとに用いていた外部接続ネットワークを回線網に集
約。

■老朽化対応（耐用期限対応）

• システム機器及びストレージをリプレースするとともに業務の効率化
を考えたシステム構成の見直しを実施。
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2．新システムの概念図

業務系システム基盤系システム

決済照合システム
約定・決済照合の業務処理

株式等口座振替システム
株式等の業務処理

株主通知システム
株主通知処理・ファイル伝送処理等

加入者情報システム
加入者情報の管理・名寄せ処理

統合チャネルシステム
ISO15022フォーマットによるリアルタイムのデータ送受信

統合WEBシステム
各業務系システムの画面を

同一の端末で提供

日銀GWシステム
DVP決済及び元利金支払時の日銀

との資金決済データ連動処理

日本銀行

回線網 機構システム

機構内正センター

機構内バックアップセンター

日銀
NET回線網

ファイル伝送システム
振替/株主通知/元利金データ等

のファイル送受信

加入者情報WEBシステム
加入者情報の管理・名寄せ処理

外国株式システム
外国株券等の権利処理

JEXGWシステム

加入者情報
ネットワーク

ほふり
統合ネットワーク/

arrownet

一般債・短期社債振替システム
一般債・短期振替社債の業務処理

投信振替システム
投信の業務処理

SWIFT
Net

制度利用者
(発行代理人・支払代理人・

機構加入者等）

ISO20022準拠

機構外システム
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3．決済リスクの削減（貸株ＤＶＰ）の仕組み

信託銀行
/証券会社

証券会社

貸株約定（約定日）

機 構

機 構

日本銀行

決済照合システム
（約定照合）
（決済照合）

国債振替

信託銀行 ← ほふりクリアリング ← 証券会社
/証券会社

証券振替

信託銀行 → ほふりクリアリング → 証券会社
/証券会社

信託銀行 ← ほふりクリアリング ← 証券会社
/証券会社

資金決済

信託銀行 ← ほふりクリアリング ← 証券会社
/証券会社

貸し手 借り手

貸株約定照合（約定日）貸株約定照合（約定日）

貸株振替
（決済日）

貸株振替
（決済日）

株式担保振替
（決済日）

国債担保振替
（決済日）

現金担保差入
（決済日）※

※ 一般振替DVPの資金決済と合算して行う。なお、現金担保金額は金額調整データ機能により調整が可能。

株式担保振替
（決済日）

国債担保振替
（決済日）

現金担保差入
（決済日）※

ほふりクリアリングによる
債務引受・リスク管理の
もとにＤＶＰ決済を実現 ほふりクリアリング

清算
（債務引受）
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4．国際標準化の推進（ＩＳＯ20022対応）

■JEXＧＷシステムの構築及び統合チャネルシステムの廃止

• ＩＳＯ20022メッセージの授受を行うためのオンラインゲートウェイシ
ステムである「ＪＥＸＧＷシステム」を新たに構築し、従前のシステム
から利用していたオンラインリアルタイム方式の統合チャネルシステ
ムについては、ＪＥＸＧＷシステムとの並行稼働期間（2014年1月か
ら2018年末までの5年間）を経て、2019年初に廃止。

■接続ネットワーク

• 制度利用者は、ほふり統合ネットワーク、arrownet又はSWIFTNet
を経由し、JEXGWシステムに接続。

5



5．非居住者取引における誤差照合機能の導入

決済照合システム

◆ 非居住者取引の決済を行う両当事者の決済指図データにおいて、決済金額の不一致が発生した場合に、
差額が100円以下であれば、決済照合が一致したとみなす。利用者は照合不一致の原因調査や決済指図
データの修正及び再照合を行う必要がなくなり、決済照合業務の効率化につながる。

決済
代理人

A

決済
代理人

B
不一致

原因調査

決済照合システム

決済
代理人

A

決済
代理人

B

差額（¥50)
≦誤差許容金額

（¥100）決済指図

データ

決済指図

修正データ再照合に
より一致

直ちに一致

決済金額：
￥10,000

決済金額：
￥10,050

決済金額：
￥10,000

決済金額：
￥10,050

決済指図

データ

決済指図

データ

決済指図

データ

修正
￥10,050

⇒￥10,000

【誤差照合機能導入前（2013年12月以前）】 【誤差照合機能導入後（2014年1月以後）】
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